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本件特許 被告製品（〔 〕は当所付記）

前記電気回路は， 前記加熱要素に供給される前記電⼒を，前記装置の動作の
直後の第１段階において前記加熱要素の温度が初期温度から第１の温度に上昇
し，

電線の温度が当初の温度から、第１段階において，被告製品１については約３５
５℃，被告製品２については約３８５℃，被告製品３については約３５０〜
３６０℃に上昇 〔一旦２８６℃に上昇させる制御を⾏なう。〕

第３段階において前記加熱要素の温度が前記第２の温度より⾼い第３の温度に
上昇し，

第３段階において，電線の温度が⼀定の温度（被告製品１については約３５
０℃，被告製品２については約３６５℃，被告製品３については約３５
０℃）に徐々に上昇〔上昇は線形的ではなく段階的〕

1．本件特許と被告製品の対比

 令和２年(ワ)第4332号 令和3年8月20日（東京地方裁判所）
 特許権侵害⾏為差⽌等請求事件
 原告︓フィリップ モーリス プロダクツ ソシエテ アノニム vs 被告︓ジョウズ・ジャパン㈱、アンカー・ジャパン㈱
＜結論＞ 侵害成⽴・損害額⽀払い命令 ＜論点＞ 明細書の記載に基づく限定解釈・サポート要件
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